
 議案第６６号 

   すみだ健康ハウス条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年９月１３日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   すみだ健康ハウス条例の一部を改正する条例 

 すみだ健康ハウス条例（平成９年墨田区条例第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１２条第３項第２号中「発揮」の次に「することが」を加える。 

 

 

 

 

いない」を「達しない」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 受益者負担の適正化を図るため、利用料金の上限額を改定する必要がある。 
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